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地上デジタル放送を受信するための簡易な
チューナーの無償給付等の支援について

地上デジタル放送の準備をお早めに！
2011年7月24日でアナログ放送が終了します！

本支援に関する問い合わせ

総務省　地デジチューナー支援実施センター　http://www.chidejishien.jp
電　話　　　0570‐033840　姉 044‐966‐8719
（平日9：00～ 21：00、土、日、祝日9：00～ 18：00）

＊IP電話等、上記の電話番号がつながらない場合は、参 044‐969‐5425

地上デジタル放送に関する問い合わせ

総務省　地デジコールセンター
デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）　http://digisuppo.jp/

電　話　　　0570‐07‐0101　（平日9：00～ 21：00、土、日、祝日9：00～ 18：00）
＊IP電話等、上記番号でつながらない場合は、参 03‐4334‐1111

　総務省では、経済的な理由等で地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行す
ることが難しい世帯に対する支援を今年度も引き続き行っています。
　⑴支援の対象となるのは？
　対象世帯は、以下の世帯の中でＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている世帯
です。
①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
②障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民非課税の措置を受けている世帯
③社会福祉事業施設に入居し、自らテレビを持ち込んでいる世帯
　⑵受けられる支援の内容は？
　地上デジタル放送を受信するための「簡易なチューナー」の無償給付、訪問設置を
行います。アンテナ改修等が必要な場合にはその支援も行います。また、共同受信施
設やケーブルテレビを利用されている場合には、その改修経費として支援を受ける
世帯が負担する額の給付を行います。
　⑶支援の申込受付期間
　4月19日（月）～７月２日（金）　（消印有効）
　⑷ご注意いただきたい点
 ・ 支援の申し込みには、ＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが
必要です。

 ・ 支援は現物給付です。ご自身で購入したチューナー、アンテナ等の費用を清算す
ることはできません。

　アナログ放送は、通常の放送が平成23年６月末に終了し、７月１日からの放送終
了のお知らせ画面の表示を経て、７月24日12時にすべての放送が終了（完全停波）し
ます。
　そのため、アナログ放送が終了する前に、地上デジタル放送を視聴するための準
備を完了する必要があります。
　地上デジタル放送を視聴するには、①地上デジタル放送対応のテレビに買い換え
る、②地上デジタルチューナーを買い足す、③ケーブルテレビで視聴する、といった
方法があります。①②の場合は、ＵＨＦアンテナが新たに必要な場合があります。
　また、共同アンテナ施設でテレビをご覧の方は、デジタル化のための施設改修が
必要です。ただし、ビル陰等を原因とする受信障害対策共聴施設でテレビをご覧の
方は、受信障害が解消されるケースが多く、その場合はご自宅にＵＨＦアンテナを
設置することも可能です。
　これらの地デジの準備に当たり、「何をすればよいか分からない」という方や「テ
レビを買ったのにデジタル放送を受信できない」という方には、総務省テレビ受信
者支援センター（デジサポ）がお手伝いします。
　詳しくは、デジサポのホームページをご覧いただくか、総務省地デジコールセン
ターまでお電話ください。
　また、テレビの購入は、政府がエコポイントによる支援を行っていますので、積極
的にご活用ください（平成22年12月末までに購入された統一省エネラベル４☆以上
の製品が対象）。このエコポイントはアンテナ工事にも利用可能です。詳しくは電器
店にお問い合わせください。
　なお、ＢＳアナログ放送も平成23年７月24日まで
に終了しますので、ＢＳデジタル放送へ移行をお願
いします。詳しくは、総務省地デジコールセンター
までお電話ください。

NHKの放送受信契約や免除に関する問い合わせ

NHK視聴者コールセンター　http://www.nhk.or.jp/jushinryo/
電　話　　　0570‐000588　姉 044‐888‐4340
（平日9：00～ 21：00、土、日、祝日9：00～ 18：00）

＊IP電話等、上記の電話番号がつながらない場合は、参 044‐871‐8441


